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津市告示第１４５号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項及び第１３条第２項

の規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２

項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２５年６月４日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

豊津上野駅前公共自転車等駐車場 １ 平成２５年 ４月 １日 

津駅西第一公共自転車等駐車場 １ 平成２５年 ４月２７日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２５年 ４月３０日 

高野尾町地内 １ 平成２５年 ５月 ２日 

大門地内 １ 平成２５年 ５月１０日 

一身田豊野地内 １ 平成２５年 ５月２２日 

幸町地内 １ 平成２５年 ５月２２日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ４ 平成２５年 ５月２８日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ５月２８日 

戸木町地内 １ 平成２５年 ５月３１日 

高茶屋小森町地内 ３ 平成２５年 ５月３１日 

久居新町地内 １ 平成２５年 ５月３１日 

久居一色町地内 １ 平成２５年 ５月３１日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２５年 ５月２９日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ５月２９日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ５月３０日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ４ 平成２５年 ５月３１日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２５年 ５月３１日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第１４６号 

 下記の者の差押調書（謄本）及び配当計算書（謄本）は、住所居所不明のた

め、送達することができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送

達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年６月４日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○ 

○○○○○○○ ○

○○○ ○○○ 

差押調書（謄本）、配当

計算書（謄本） 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第１４７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第８６号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２５年６月６日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  地家区自治会 

  三重県津市香良洲町２５番地８ 

   代表者 辻 良治 

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
市川 冨士雄 

三重県津市香良洲町１４番地１ 

変更後 
辻 良治

三重県津市香良洲町２５番地８ 

３ 変更の理由及び年月日 

通常総会において、平成２５年４月１日から新任 



津市告示第１４８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第８６号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２５年６月６日 

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 届出者 

  馬場区自治会 

  三重県津市香良洲町１２２９番地２３ 

   代表者 石塚 重一 

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
奥田 栄次 

三重県津市香良洲町１８６０番地８ 

変更後 
石塚 重一 

三重県津市香良洲町１２２９番地２３ 

３ 変更の理由及び年月日 

通常総会において、平成２５年４月１日から新任 



津市告示第１４９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第８６号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２５年６月６日 

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 届出者 

  高砂区自治会 

  三重県津市香良洲町３６８７番地５ 

   代表者 小野 宗一 

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
今井 快示 

三重県津市香良洲町３６７４番地 

変更後 
小野 宗一 

三重県津市香良洲町３６８７番地５ 

３ 変更の理由及び年月日 

通常総会において、平成２５年４月１日から新任 



津市告示第１５０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第８６号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２５年６月６日 

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 届出者 

  砂原区自治会 

  三重県津市香良洲町１０３５番地 

   代表者 吉田 和法 

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
高山 一則 

三重県津市香良洲町９５８番地２ 

変更後 
吉田 和法 

三重県津市香良洲町１０３５番地 

３ 変更の理由及び年月日 

通常総会において、平成２５年４月１日から新任 



津市告示第１５１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第８６号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２５年６月６日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  小松区自治会 

  三重県津市香良洲町５９４８番地３ 

   代表者 土性 昭洋 

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
米川 正幸 

三重県津市香良洲町５９３４番地３ 

変更後 
土性 昭洋 

三重県津市香良洲町５９４８番地３ 

３ 変更の理由及び年月日 

通常総会において、平成２５年４月１日から新任 



津市告示第１５２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第８６号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２５年６月６日 

津市長 前 葉 泰 幸    

１ 届出者 

  川原区自治会 

  三重県津市香良洲町４５１番地 

   代表者 北山 多寿雄 

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
北山  洋 

三重県津市香良洲町４６１番地 

変更後 
北山 多寿雄 

三重県津市香良洲町４５１番地 

３ 変更の理由及び年月日 

通常総会において、平成２５年４月１日から新任 



津市告示第１５３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第８６号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２５年６月６日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  桜町区自治会 

  三重県津市香良洲町１３４番地９６ 

   代表者 小野  篤 

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
八太 三照 

三重県津市香良洲町１１０番地１ 

変更後 
小野  篤 

三重県津市香良洲町１３４番地９６ 

３ 変更の理由及び年月日 

通常総会において、平成２５年４月１日から新任 



津市告示第１５４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第８６号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２５年６月６日 

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 届出者 

  稲葉区自治会 

  三重県津市香良洲町５０５２番地 

   代表者 奥田  満 

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
山川 芳春 

三重県津市香良洲町５０３８番地２ 

変更後 
奥田  満 

三重県津市香良洲町５０５２番地 

３ 変更の理由及び年月日 

通常総会において、平成２５年４月１日から新任 



津市告示第１５５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第８６号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２５年６月６日 

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 届出者 

  浜浦区自治会 

  三重県津市香良洲町６２０７番地２ 

   代表者 奥田 卓良 

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
太田 正之 

三重県津市香良洲町５９２１番地２ 

変更後 
奥田 卓良 

三重県津市香良洲町６２０７番地２ 

３ 変更の理由及び年月日 

通常総会において、平成２５年４月１日から新任 



津市告示第１５６号 

 下記の者の差押調書（謄本）、配当計算書（謄本）は、住所居所不明のため、

送達することができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達す

る。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年６月１０日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○ 

○ ○○ 差押調書（謄本）、配当

計算書（謄本） 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○

○○○○ 

差押調書（謄本）、配当

計算書（謄本） 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第１５７号 

 下記の者の平成２５年度固定資産税・都市計画税納税通知書は、住所居所不

明のため、送達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部資産税課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年６月１４日 

                     津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

大阪府大阪市鶴見区放出東二丁目 8-1 セイコー機械 株式会社 

○○○○○○○○○○○○ ○ ○○○ 

○○○○○○○○○○ ○○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

志摩市志摩町和具 784 番地の 1 丸貞工業㈱ 

○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

奈良県生駒市東生駒月見町 132 番の 29 大阪産業 株式会社 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 



○○○○○○○○○○○○ ○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○

○ 
○○ ○○ 

○○○○ ○○ ○○○ 

津市一志町波瀬 2133 番地 キプロ工業 株式会社 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○ 
○○○○ ○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 



○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ 
○○○ ○○○○ ○ ○

○○ 

松阪市末広町一丁目 221 番地 1 株式会社 宮本重機 

○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 



○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 



津市告示第１５８号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２５年６月１４日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

４１１５５９３ 平成２４年１０月１日 平成２５年５月１６日

９２１５５４６ 平成２４年１０月１日 平成２５年５月２８日



津市告示第１５９号  

 下記の者の差押調書（謄本）、配当計算書（謄本）、充当通知書及び国民健康

保険料督促状は、住所居所不明のため、送達することができないので、国民健

康保険法（昭和１３年法律第６０号）第７８条により準用する地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年６月１４日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 
送達を受けるべき 

文書 

○○○○○○○○○○○○ ○ ○○ 

平成２３・２４年度

国民健康保険料督促

状 

○○ 

○○○○○○○ ○○○

○○○○ ○○○○○○

○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 

○○ ○○○○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 

○○ ○ ○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 

○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○ 
○○ ○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 

○○○○○○○○○○○○○

○ ○○○○○○○○○ ○

○○○ 

○ ○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 



























































































津市公告第８７号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２５年６月４日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２５年５月２９日

２ 抑留期間 平成２５年６月５日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

1 

津市 

白山町 

上ノ村 

雑種 白 雌 中型 
９１日

以上 
首輪あり 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第８８号 

 津市基幹情報システム等再構築に係る最適化支援業務委託について、次のと

おり公募型プロポーザルを実施するので、公告します。 

  平成２５年６月５日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 業務概要 

 業務名   津市基幹情報システム等再構築に係る最適化支援業務 

 契約期間  契約締結日から平成２８年３月３１日まで 

 提案上限額 ４４，７６０千円（消費税及び地方消費税を含まない。） 

２ 参加資格要件 

 津市契約規則(平成１８年津市規則第４０号)第７条に規定する津市競争

入札参加資格者名簿に登載されていること。 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定す

る一般競争入札の参加者の資格を有していること。 

 津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）による指名停

止を受けていないこと。 

 自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当する者でないこと、

及び次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 

  ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年

法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

  イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

  ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

  エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害

を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

  オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな

ど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いる者 

  カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

  キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 公告の日から審査結果通知日の間までに、津市建設工事等指名停止基準



により指名停止を受けていないこと及びその関連企業でないこと。 

 会社更生法に基づき、更正手続き開始の申し立てがなされている者でな

いこと。 

 民事再生法に基づき、再生手続き開始の申し立てがなされている者でな

いこと。 

 津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２１年訓第３

４号）別表に該当しないこと。 

 地方自治体又（人口２０万人以上）又は中央省庁において下記の業務の

いずれかを請け負った実績を有すること。 

  ア 業務・システム最適化計画の策定支援（最適化計画に基づくシステム

設計・開発に係る仕様書・提案依頼書の作成支援を含む。）業務 

  イ 最適化ガイドラインやＩＴ調達最適化計画の策定支援業務 

  ウ ＣＩＯ又はＣＩＯ補佐業務 

 本プロポーザル実施公告期間中において、津市より情報システム運用等

に関して受注していないこと。 

３ プロポーザル実施スケジュール（予定） 

公告 平成２５年６月 ５日（水） 

実施要領等の配布 
平成２５年６月 ５日（水） 

    ～６月２４日（月） 

質問書の受付 
平成２５年６月 ５日（水） 

    ～６月１２日（水）午後５時まで 

質問書の回答期限 平成２５年６月１４日（金） 

参加意思表明書提出期限 平成２５年６月１７日（月）午後５時まで 

参加申込書及び提案書提出

期限 
平成２５年６月２４日（月）午後５時まで 

第１次審査（書面審査） 平成２５年６月２６日（水） 

審査結果通知 平成２５年７月 １日（月）までに 

第２次審査（プレゼンテー

ション及び質疑応答） 
平成２５年７月 ４日（木）午後 

審査結果通知 平成２５年７月 ８日（月）までに 



４ 実施要領等の配布 

 実施要領等は、津市ホームページ当該プロポーザル記事内からダウンロ

ードをすること。 

５ 契約の相手方の最優先候補者の選定について 

提案書は、津市基幹情報システム等再構築に係る最適化支援業務プロポー

ザル方式審査委員会において審査し、最も高い評価を得た提案を行った提案

者を契約の相手方の最優先候補者（以下「最優先候補者」という。）として

選定する。 

６ 契約の締結について 

審査の結果、最優先候補者として選定された提案者と契約に関する協議

を行い、契約の締結を行う。 

なお、最優先候補者との協議が整わない場合、最優先候補者に次いで高い

評価点を得た提案者と順次契約に向けての協議を行う。 

７ その他 

  本プロポーザルに関する詳細は、「津市基幹情報システム等再構築に係る

最適化支援業務プロポーザル実施要領」による。 

【問い合わせ先】 

津市総務部情報企画課 

電話 ０５９－２２９－３１１８ 

FAX  ０５９－２２９－３１１９ 



津市公告第８９号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２５年６月５日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２５年５月３０日

２ 抑留期間 平成２５年６月６日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

1 

津市 

久居 

二ノ町 

パピヨン 黒白 雄 小型 
９１日

以上 
首輪なし 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第９０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２５年６月１０日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２５年５月３１日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市港町５３３番ほか４筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市港町１７番３０号 

  津魚商業協同組合 

  代表理事 稲垣 尚夫 



津市公告第９１号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２５年６月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第９２号 

 国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の４第１項の規定により、

次の区域の地籍調査を実施しますので、同法第７条の規定により、次のとおり

公告します。 

  平成２５年６月１４日  

                  津市長 前 葉 泰 幸  

１ 事業計画が公示された年月日 

  平成２５年４月１９日 

２ 調査を実施する者の名称 

  津市 

３ 調査区域 

  林川原⑥、中ノ村、中佐田、口佐田、高茶屋Ａ３ 

４ 調査期間 

  公告の日から平成２６年３月３１日まで 



津市公告第９３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第２０条第１項の規定により都市計画の図書の写しの送付を受けたので、

同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第２項の規定により、当該

都市計画の図書を縦覧に供する。 

  平成２５年６月１４日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 都市計画の種類及び名称 

  津都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

  安濃都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

  亀山都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

津都市計画区域区分 

２ 縦覧場所 

  津市都市計画部都市政策課 



津市水道局公告第６号 

津市水道局が執行する建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札（以

下「事後審査型入札」という。）に関する必要な事項について、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規則（平

成１８年津市規則第４０号。以下「規則」という。）第４条の規定により、次

のとおり公告します。 

なお、この公告は事後審査型入札を執行するに当たっての共通事項を示すも

のであり、個々の入札に付する事項及び入札参加資格等については、別に公告

します。 

  平成２５年６月１０日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

事後審査型条件付一般競争入札共通事項 

１ 入札参加者に必要な資格要件 

事後審査型入札に参加できる建設業者等は、次に掲げる要件を備えている

者でなければならない。 

 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の許可（建設コン 

サルタント等にあっては、それぞれの業務に関し法令の定めるところによ

る登録）及び同法第２７条の２３第１項に規定する経営事項審査（建設コ

ンサルタント等にあっては、水道事業管理者が別に定める審査）を受けて

おり、かつ、その審査の基準日の前日までに営業年数が１年以上あること。 

 津市競争入札参加資格者名簿に登載されていること。 

 当該対象工事等の業種に応じた技術者を有していること。 

 個別の案件ごとの公告（以下「個別公告」という。）から入札時までの

期間において、津市から指名停止等を受けていないこと。 

 手形交換所により取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でな

いこと。 

 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始を申し 

立てた者若しくは決定を受けた者（津市から再認定を受けた者を除く。） 

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始を申 

し立てた者若しくは決定を受けた者（本市から再認定を受けた者を除く。） 



でないこと。 

 建設業法その他の法令、規則等に違反していないこと。 

 個別公告において示す参加資格要件を満たしていること。 

 その他水道事業管理者が事後審査型入札に係る参加業者として不適当で

あると認める者でないこと。 

２ 設計書及び設計図書の閲覧等 

建設工事等に係る設計書及び設計図書については、個別公告で示す期間、

水道総務課等において閲覧に供するほか、当該公告で示す販売店において有

償で頒布する。 

３ 入札参加方法等 

 入札参加者は、設計図書等（設計図書、図面、仕様書、関係書類及び現

場等）を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において設計図書

等に関する質問がある場合は、個別公告において示す参加資格要件を有す

る者に限って、期限日までに書面のみにより申し出ることができる。質問

に対する回答は、津市ホームページに掲載するものとする。

 事後審査型入札においては、入札参加のために事前に申請手続を行うこ

とを要せず、この共通事項及び個別公告において示す参加に係る資格要件

を満たす者は、当該公告において示す入札書提出期限までに入札書を提出

することにより入札参加できるものとする。 

 入札方法は郵便による入札とし、入札書及び積算内訳書（指定様式に限

る。）を指定された封筒に封入の上、一般書留又は簡易書留のいずれかの

方法で郵送するものとし、水道総務課への持参は認めない。 

 封筒は、水道局が配布する郵便入札専用の指定封筒等を使用すること。 

 個別公告で示した入札書提出期限までに日本郵便株式会社津中央郵便局

必着とする。 

 宛先 

〒５１４－８７９９ 

日本郵便株式会社津中央郵便局留 津市水道局 水道総務課 宛 

 入札回数は、１回とする。 

４ 入札書 

 指定様式の入札書に、入札日（開札日）、入札者の住所（所在地）・商

号（名称）・代表者氏名・印（入札参加資格審査申請時に提出した使用印

鑑届に押印された印）、入札金額、工事名、工事場所及び落札可能件数を



鮮明に表示すること。また、入札金額はアラビア数字で、文字は楷書で記

載すること。 

 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札

者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。 

 入札書は、指定した封筒等に入れ、開札日時、件名、差出人名を記入の

上、３箇所の封印をすること。 

５ 積算内訳書 

 入札書の入札金額に対応した積算内訳書を必ず提出すること。 

 積算内訳書の合計金額は、必ず入札書の入札金額と同額とすること。 

 積算内訳書は、入札書を提出（郵送）する際に必ず同封すること。 

 積算内訳書の審査を行った結果、不明な点があるときは、さらに詳しい

積算明細書等の資料提出及び積算根拠の説明を求めることがある。 

６ 開札の立会い 

開札の立会人を、入札参加者の中から選定する。ただし、選定された立

会人が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員に立ち会わせ、開

札することができる。 

７ 開札及び落札候補者の決定 

 開札は、個別公告において示す日時及び場所において行うものとする。 

 開札の結果、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札

した者のうち、最低価格で入札した者を落札候補者とし、当該落札候補者

の入札参加資格の審査のため落札決定を保留し、開札を終了するものとす

る。 

の落札候補者となるべき者が複数ある場合は、開札立会人によるくじ

引きにより、当該複数入札者の落札候補順位を決定する。 

８ 無効の入札 

  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 競争入札に参加する資格のない者が入札をしたとき。 

 入札者が同一事項の入札に対し２以上の入札をしたとき。 

 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。 



 入札に際して連合等の不正行為があったとき。 

 入札者の記名押印のないとき。 

 入札金額を訂正しているとき。 

 入札書の日付がない又は個別公告の日から開札日までの期間内の日付と

なっていないとき。 

 入札書の記載事項が確認できないとき。 

 入札書に指定された事項が記載されていないとき。 

 入札保証金の納付がないとき、又は額が不足するとき。 

 開札前において入札参加資格要件を満たさないことが明らかな者が入札

をしたとき。 

 指定された郵送方法以外の方法で入札書を郵送したとき。 

 入札書が提出期限を過ぎて到着したとき。 

 水道局が配布する郵便入札専用の指定封筒等以外の封筒で入札書を郵送

したとき。 

 指定封筒等に指定された事項が記載されていないとき。 

 指定封筒等に記載された件名と同封された入札書の件名が異なるとき。 

 積算内訳書が同封されていないとき。 

 入札書に記載された金額と積算内訳書に記載された金額が異なるとき。 

 落札候補者となった件数が落札可能件数に達した以後に当該落札候補者

が入札をしたとき。 

 開札後に入札参加資格の審査を行った結果、入札参加資格要件を満たさ

ないことが分かったとき。 

(21) 意思表示が民法上無効とされる入札をしたとき。 

(22) その他あらかじめ指示した事項に違反したとき。 

９ 落札可能件数の変更 

入札書投函以降、落札可能件数に変更が生じた場合は、「落札可能件数

変 

更届」を提出すること。 

10 入札書の書き換え等の禁止 

一度提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできな

い。 

11 入札参加資格確認資料の提出 

落札候補者となった者は、事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申



請書（以下「確認申請書」という。）及び次に掲げる確認資料を水道総務課

へ提出するものとする。 

 建設工事の場合 

ア 建設業許可証明書等の写し（支店等業者にあっては、支店等が対象業

種の建設業許可を有することを証明する書類） 

イ 配置予定の主任（監理）技術者及び現場代理人等との雇用関係を確認

するための書類（雇用保険、社会保険被保険者証等の写し） 

ウ 配置予定の主任（監理）技術者の資格者証の写し（実務経験の場合は、 

実務経験経歴書） 

エ 専任技術者証明書の写し（建設業許可申請時に必要な営業所の専任技

術者調書の写し） 

オ 同種工事の施工実績届出書 

カ その他入札参加資格を確認するために個別公告で示した資料 

 建設コンサルタント等の場合 

ア 建設コンサルタント等に係る登録を証明する書類 

イ 当該業種における直近決算の営業収入金額が確認できる書類 

ウ 配置予定技術者との雇用関係を確認するための書類（雇用保険、社会

保険被保険者証等の写し） 

エ 配置予定技術者の資格証の写し等 

オ 同種業務の履行実績届出書 

カ その他入札参加資格を確認するために個別公告で示した資料 

 落札候補者は、提出を求められた日の翌日から起算して２日以内に確認

申請書及び確認資料を提出しなければならない。 

 落札候補者が提出期限内に確認申請書及び確認資料を提出しない場合、

当該落札候補者は入札参加資格要件を満たしていないものとみなす。 

12 公正な入札の確保 

 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加 

者と入札価格又は入札参加意思についていかなる相談も行わず、独自に入 

札価格を決定しなければならない。 

 入札参加者は、開札の前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的 

に開示してはならない。 



13 落札者の決定 

 落札候補者から提出された確認申請書及び確認資料を審査した結果、入

札参加資格要件を満たしていることを確認したときは、当該落札候補者を

落札者と決定する。 

  の審査の結果、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていないこと

を確認したときは、当該落札候補者のした入札を無効とし、次に低い価格

をもって入札した者を新たに落札候補者とし、適格者が現れるまで順次審

査を行うものとし、その過程において、同価格の入札をした者が複数ある

場合は、別に指定する日時及び場所においてくじ引きを行い、落札候補者

の順位を決定する。この場合において、くじ引きを代理人が行う場合は、

委任状を提出しなければならない。 

 入札参加資格要件の審査の結果、落札候補者が入札参加資格要件を満た

していないことを確認したときは、事後審査型条件付一般競争入札参加資

格審査結果通知書により通知するものとする。 

の通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して２日以内に

書面により決定理由について説明を求めることができる。 

の説明を求められたときは、説明を求められた日の翌日から起算して

４日以内に回答書により回答するものとする。 

14 入札保証金 

入札の際に入札価格の１００分の５以上の入札保証金を納付しなければな

らない。ただし、規則第１５条第１項各号のいずれかに該当する場合及びあ

らかじめ個別公告においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。 

15 契約保証金 

 契約の締結の際に契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付し

なければならない。ただし、規則第２７条第１項に規定する有価証券等又

は金融機関等若しくは保証事業会社との保証委託契約の保証証書を提供す

ることにより、契約保証金の納付に代えることができる。 

 津市建設工事執行規則（平成１８年津市規則第４１号）第１２条の規定

に該当する場合は、契約保証金を免除する。 

16 予定価格 

予定価格は、個別公告において明らかにする。 

17 最低制限価格 

最低制限価格の設定については、個別公告において明らかにする。 



18 入札の中止等 

 事後審査型入札への参加に係る業者等が不正の利益を得るために連合し、

又は不穏な行動をなす等公正な入札の執行を確保することができないと認

めるときは、当該事後審査型入札を延期、中止等の措置をとることがある。 

 天災その他やむを得ない事由により入札（開札）を行うことができない

と認めるときは、入札（開札）を中止することがある。 

 入札の中止等に至った場合においても、見積りに係る費用、郵送に係る

費用その他入札に係る一切の費用は補償しない。 

19 異議申立て等 

入札をした者は、入札後において、設計図書等（設計図書、図面、仕様書、

関係書類及び現場等）についての不明を理由として異議を申し立てることは

できない。 

20 期限の特例 

この共通事項において示す期限については、津市の休日を定める条例（平

成１８年津市条例第１４号）第３条の規定を準用する。 



津市水道局公告第７号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２５年６月１０日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎  

記 

別紙のとおり 





















津市選挙管理委員会告示第３９号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項

並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４条第

１項及び第５条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、

同法第４条第１１項及び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者の総数

の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条

第１項、第８６条第１項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

３１年法律第１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の

３分の１の数を次のとおり告示する。

 平成２５年津市選挙管理委員会告示第１４号は、廃止する。

  平成２５年６月２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ ５０分の１の数       ４,５８３人 

２  ６分の１の数     ３８,１８８人 

３  ３分の１の数     ７６,３７５人



津市監査委員告示第４号

 市長等が監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた

措置について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２

項の規定に基づく通知があったので、その要旨を次のとおり公表する。

  平成２５年６月３日

                  津市監査委員 渡 邊   昇 

                                  津市監査委員 駒 田 修 一 

                                  津市監査委員 安 藤 友 昭 

津市監査委員 福 田 慶 一 

１ 平成２２年１２月１日付け津市監査委員告示第７号公表分 

（１）公民館 

   太郎生公民館、伊勢地公民館、多気公民館及び下之川公民館 

監査の結果

（措置が講じ

られた部分に

限る。以下同

じ。）

ア 太郎生公民館 

平成１９年９月に受け入れた１２０枚の郵便はがきにつ

 いて、２年以上全く使用していなかったが、使用見込みのな

いまま、長期間保有するのは適切でないことから、他の公民

館等と調整の上、適切な保有残高になるよう是正されたい。

イ 伊勢地公民館 

同公民館における過去３年間の郵便はがきの年間平均使

 用枚数は２０枚程度であるものの、保有残高（平成２２年３

月３１日現在の受払簿記帳残高）は、その約１６．５倍相当

の３２９枚となっており、使用見込み数を著しく超えて保有

するのは適切でないことから、他の公民館等と調整の上、適

切な保有残高になるよう是正されたい。

ウ 多気公民館 

平成２０年度以前に受け入れた２６２枚の郵便はがきに

ついて、２年以上全く使用していなかったが、使用見込みの

ないまま、長期間保有するのは適切でないことから、他の公

民館等と調整の上、適切な保有残高になるよう是正された

い。



 エ 下之川公民館 

同公民館における過去３年間の郵便はがきの年間平均使

用枚数は６５枚程度であるものの、毎年度平均して１５０枚

程度の郵便はがきを受け入れているため、保有残高（平成２

２年３月３日現在の受払簿記帳残高）は、年間平均使用枚数

の４．４倍相当の２８６枚となっており、使用見込み数を著

しく超えて保有するのは適切でないことから、新たな受入れ

を控えるとともに、他の公民館等と調整の上、適切な保有残

高になるよう是正されたい。

措置の内容 郵便はがきの保有枚数については、おおむね１年間に使用す

る枚数のみを保有することとし、余剰分については他の公民館

等と調整することにより、適切な保有残高とした。 

（２）市立学校 

   南郊中学校 

監査の結果 平成２０年度から繰り越された郵便はがき６９枚、往復はが

き１０枚の計７９枚は全く使用していなかったが、使用見込み

のないまま、長期間保有することは適切でないことから、他校

等と調整の上、適切な保有残高になるよう是正されたい。 

措置の内容 郵便はがき等の保有枚数については、おおむね１年間に使用

する枚数のみを保有することとし、余剰分については近隣中学

校へ振り分けることにより、適切な保有残高とした。 

（３）出資団体（所管部局） 

津駅前都市開発株式会社（都市政策課（都市整備課（当時））） 

監査の結果 資金の一部について、投資信託等による資産運用が行われて

いるが、市の出資団体であることを踏まえ、より安全で確実な

資産運用について検討されたい。 

措置の内容 津駅前都市開発株式会社において、元本割れの可能性がある

有価証券は平成２４年度内ですべて処分がなされ、また、今後

は元本の安全性の確保を最優先とするなどの資金運用方針に

基づき、より安全で確実な運用を行っていくこととした。



２ 平成２４年３月２日付け津市監査委員告示第１号公表分 

（１）総務部 

   情報企画課 

監査の結果 行政情報配信サービスの利用について、主に各部長級の職員

がその業務に活用することができるよう、２つの通信社が有料

で提供している官庁速報、時事ニュース等の行政情報の配信サ

ービス「ｉＪＡＭＰ」（平成２３年度利用料：５０４万円）と

「４７行政ジャーナル」（同：１８９万円）の利用契約を、そ

れぞれの通信社と締結しているが、情報企画課は、これらの行

政情報配信サービスの利用状況及び業務への活用の実態を把

握していないことから、その利用状況及び業務への活用の実態

を調査し、その結果を踏まえ、各行政情報配信サービスの利用

の要否を判断されたい。 

措置の内容 行政情報配信サービスの業務への活用の実態について調査

したところ、他市町村についての情報収集や、国、県の動向に

ついての情報収集などに多く利用されていた。また、毎月の利

用状況の把握を行うこととし、利用率が低い利用者がいた場合

は他の利用希望者へＩＤを再配付する等の対応をすることと

した。

（２）健康福祉部 

  ア 高齢福祉課 

監査の結果 社団法人津市シルバー人材センターへの貸付金について、同

センターの運営を支援するため、高齢福祉課はその予算の定め

るところにより、毎年度７００万円の資金を貸し付けている

が、当該貸付金は、当該年度中に返済を受け、更に翌年度に貸

し付けることを繰り返して行うもので、実質的には長期貸付け

に当たるといえるものである。このような貸付けは、決算書上、

貸付金債権の残高が表示されないこととなり、公金による資金

投入の実態の不透明さは否めないものであることから、同セン

ターと協議の上、当該貸付金の在り方を見直されたい。 

措置の内容 公益社団法人津市シルバー人材センターと協議を行い、平成

２５年度以降、本件貸付けを行わないこととした。



  イ 介護保険課 

監査の結果 介護保険料の未収金対策については、平成２２年度の津市介

護保険事業特別会計に係る決算審査意見書において、より実効

性のある未収金対策を講じるよう意見したところであるが、平

成２３年度の同保険料の収納率(注)は３２．３パーセントで、

依然として未収金対策の強化を必要とする状況にある。このよ

うな中、一層の成果を上げるためには組織的な取組が肝要であ

り、介護保険課は、同保険料の滞納者と接する機会が少なくな

い各総合支所の所管課がより効果的に納付指導に取り組むことが

できるよう、必要に応じて、技術的な助言を行うなど、組織的

な未収金対策の強化を図り、同保険料の収納状況の改善に取り

組まれたい。 

 (注)平成 23 年 10 月の監査委員質疑に係る資料(同年 8 月末日現在)

による。

措置の内容 介護保険料の未収金対策については、介護保険課及び各総合

支所所管課がより効果的で一貫した滞納整理が可能となるよう、

積極的に互いの情報の共有を図ることとしたほか、各総合支所

所管課の担当者を対象とした研修などを実施し、組織的な未収

金対策の強化を図った。 

  ウ 保険医療助成課（保険年金課（当時）） 

  （ア）国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の未収金対策について 

監査の結果 国民健康保険料（国民健康保険税を含む。以下「国保料」と

いう。）及び後期高齢者医療保険料（以下「後期保険料」とい

う。）の未収金対策については、平成２２年度の津市国民健康

保険事業特別会計及び津市後期高齢者医療事業特別会計に係る

決算審査意見書において、それぞれ一層の未収金対策を講じる

よう意見したところであるが、平成２３年度の国保料及び後期

保険料の収納率（注）は、国保料が１９．１パーセント、後期

保険料が２９．７パーセントで、依然として未収金対策の強化

を必要とする状況にある。このような中、一層の成果を上げる

ためには組織的な取組が肝要であり、保険年金課は、国保料、

後期保険料の滞納者と接する機会が少なくない各総合支所の

所管課がより効果的に納付指導に取り組むことができるよう、



 必要に応じて、技術的な助言を行うなど、組織的な未収金対策

の強化を図り、国保料、後期保険料の収納状況の改善に取り組

まれたい。 

  (注) 平成 23 年 10 月の監査委員質疑に係る資料(同年 8月末日現在)

による。 

措置の内容 国保料及び後期保険料の未収金対策については、保険医療助

成課及び各総合支所所管課がより効果的で一貫した滞納整理

が可能となるよう、積極的に互いの情報の共有を図ることとし

たほか、各総合支所所管課の担当者を対象とした研修などを実

施し、組織的な未収金対策の強化を図った。 

  （イ）無受診世帯記念品贈呈事業について 

監査の結果 無受診世帯記念品贈呈事業は、国民健康保険の被保険者の健

康保持・増進を目的として、１年間無受診であった世帯を対象

に記念品として２千円分の図書カードを贈呈するもので、平成

２２年度は１，３８３世帯に贈呈し、平成２３年度は１，２３

９世帯に贈呈する予定（平成２４年１月２６日現在）であるが、

医療費抑制の直接的な効果があるとは考え難いことから、国民

健康保険の厳しい財政状況を踏まえ、同事業の在り方を見直さ

れたい。 

措置の内容 平成２４年度をもって無受診世帯記念品贈呈事業を廃止し

た。 

（３）農林水産部 

   農林水産政策課 

監査の結果 平成２２年度の地区農政推進事業補助金を交付した地区農

政推進協議会について、同補助金の充当経費は、県内外におけ

る視察研修に係る交通費であったところ、当該実績報告書及び

視察研修に係る事業成果をまとめた報告書は、農林水産政策課

の職員が聞き取りにより作成していたほか、同課の職員は、３

つの地区農政推進協議会その他の関係団体の預金通帳及び印

鑑をそれぞれ保管していたが、このような関与は、津市補助金

等交付規則及び法令に基づくことなく地方公共団体の所有に

属しない現金等の保管を禁じた地方自治法第２３５条の４第

２項の趣旨に照らし、望ましいものではないことから、これら



 の関係団体の理解と協力を得て、職員による関与が必要最小限

になるよう、その見直しに取り組まれたい。

措置の内容 実績報告書等については、地区農政推進協議会にて作成し、

提出を受けることとした。また、当該協議会その他の関係団体

の預金通帳及び印鑑の保管については、職員による関与が最小

限となるよう改めた。 

（４）建設部 

   建設整備課（津北工事事務所（当時）） 

監査の結果 津偕楽公園において春まつりが開催される約１か月間の同

公園の管理業務（ごみの収集、トイレ清掃、巡回等）について、

当該管理業務に係る時間外勤務に従事した職員の当該時間外

勤務時間数を合計すると１千時間を超えていたため、職員の時

間外勤務の縮減及び経費節減の観点から、当該管理業務の委託

の適否について検討の上、その結果を踏まえ、当該管理業務の

在り方を見直されたい。 

措置の内容 春まつりの期間短縮及び人員配置の見直しにより、平成２３

年においては１，２２６時間であった時間外勤務時間数を、平

成２４年においては９３３時間まで、平成２５年においては７

４２時間まで縮減した。 

（５）美里総合支所 

   地域振興課 

監査の結果 長谷山ハイツ汚水処理施設使用料の未収金対策について、平

成２３年度の収納率（注）は６５．２パーセントで、とりわけ

滞納繰越分の収納率は１．８パーセントと非常に低い状況であ

る。地域振興課は、滞納者への電話による催告、訪問による納

付指導等に取り組んでいるが、不当に納付を怠る者に対して

は、支払督促等の所要の法的措置をもって毅然として対処する

など、より積極的な未収金対策に取り組まれたい。

(注)平成 23 年 11 月の監査委員質疑に係る資料(同年 9 月末日現在)に

よる。

措置の内容  従前の取組に加え、滞納者への文書による催告及び夜間訪問

による納付指導を継続して実施するとともに、口座振替制度の



 推進や納付誓約書の提出など、より積極的な未収金対策に取り

組んだ。 

（６）教育委員会事務局 

  ア 学校教育課 

（ア）私立幼稚園教育振興補助金について（教育総務課（当時）） 

監査の結果 平成２２年度の私立幼稚園教育振興補助金を交付した一部

の私立幼稚園について、交付決定に係る事業計画においては、

教育の専門講師による指導を実施するための経費に充当する

としていたところ、その実績報告に係る事業成果を見ると、当

該事業計画の事業内容とは全く異なる園児用の便器の取換工

事に係る経費に充当したことが記載されていた。同補助金は私

立幼稚園の管理運営等に係る経費を対象に交付されるもので

あるが、交付決定に係る事業計画における事業内容と全く異な

る事業の経費に補助金を充当しようとするときは、津市補助金

等交付規則の趣旨に照らし、事前に事業計画の変更承認の可否

を判断の上、所要の手続がなされるべきであり、同規則の趣旨

を十分に踏まえ、補助金交付事務の在り方を見直されたい。

措置の内容 補助金の交付にあっては、事業計画における事業内容と事業

成果の整合性の確認を確実に行うなど、適切な事務処理をする

こととした。 

（イ）奨学資金貸付金の未収金対策について 

監査の結果 奨学援助資金貸付金の未収金対策について、平成２３年度の

滞納繰越分の収納率（注）は３．８パーセントと非常に低い状

況であり、滞納件数２６件のうち１１件については、同年度に

おける納付がなされていない中、債務者、連帯保証人に対する

法的措置を講じることについては消極的である。

そこで、不当に弁済を怠る債務者に対しては、所要の法的措

置を持って毅然として対処することはもとより、債務者１人に

つき２人の連帯保証人を立てているものの、１人の連帯保証人

しか接触していないことから、必要に応じて、もう１人の連帯

保証人に接触を図り、これらの連帯保証人に対し、当該保証債

務の履行請求を行うなど、より積極的な未収金対策に取り組ま

れたい。



（注）平成 23 年 11 月の監査委員質疑に係る資料(同年 9 月末日現在)

による。 

措置の内容 不当に弁済を怠る８名の債務者について、これまで接触をし

ていなかったもう１人の連帯保証人あてに当該保証債務の履

行を請求する通知を送付したことにより、償還金残額の一括返

済や分割納付がなされるなど、積極的な未収金対策に取り組ん

だ。 

イ 人権教育課 

監査の結果 平成２２年度の中学校区人権教育推進事業について、各中学

校区部会で構成する津市人権教育推進協議会に当該推進事業

の業務を委託し、人権教育講演会の開催業務等を行っており、

その講師謝金については、各中学校区部会の関係者が直接講師

と交渉の上決定していたが、講師謝金の額を見ると、人権教育

課の関係事業に係る講師謝金基準表に定める金額と比較して

高額なものがあった。講師謝金の額は、その招聘する講師の著

名度等に応じて算定される要素があるものの、公金を財源とす

る以上、一定の考え方の下で、算定することが望ましいと考え

るため、当該業務委託に当たっては、同協議会に対し、講師謝

金の基準表を提示するなど、適切な事務処理に努められたい。

措置の内容 人権教育講演会の講師謝金については、津市人権教育推進協

議会に対し人権教育課の関係事業に係る講師謝金基準表を提

示することにより、同協議会において一定化を図った。 

（７）指定管理者監査 

   リバーパーク真見管理組合(所管部局：白山総合支所地域振興課） 

監査の結果 リバーパーク真見管理組合は、滞在型施設の長期使用者から

１件当たり５万円の保証金を徴収し、第１０期の決算における

残高は９０万円を計上しているが、その徴収の根拠となる法令

上の定めがなく、適正を欠く懸念があることから、当該保証金

の徴収の適否を検討の上、その結果を踏まえ、所要の改善に取

り組まれたい。

措置の内容 リバーパーク真見管理組合において、保証金の徴収は、平成

２５年度から行わないこととした。 



３ 平成２４年１２月３日付け津市監査委員告示第９号公表分 

（１）農林水産部 

   農業基盤整備課 

監査の結果 平成２３年度の津市土地改良事業団体協議会事業補助金に

ついて、当該補助金の補助率は、総事業費の２分の１以内とさ

れているが、実際には総事業費に２分の１を乗じて得た額より

も２８，１０２円多い額で交付していたことから、当該差額分

の交付確定は適正ではなく、所要の是正措置を講じるととも

に、補助金の交付確定に当たっては、適切な事務処理に努めら

れたい。

措置の内容 平成２３年度に交付済みの津市土地改良事業団体協議会事

業補助金のうち、当該差額分については返還を受けた。また、

補助金の交付確定に当たっては、確実な確認作業を行うことに

より適切な事務処理をすることとした。 

（２）教育委員会事務局 

   教育研究支援課（市立学校監査） 

監査の結果 市立学校における劇物・毒物の管理について、適切に行われ

ていたものがあった一方で、一部の市立学校において、使用量

と残量の整合性が取れていないもの、薬品番号や薬品名が記載

されていないもの、また、管理記録簿の確認者欄には管理職が

残量を確認して押印することとなっている中で他の教諭が押

印しているものなどの不備が見られた。 

このことから、当該市立学校を所管する教育委員会事務局に

あっては、各市立学校における劇物・毒物の管理が徹底される

よう適切な措置を講じられたい。

措置の内容 市立学校における劇物・毒物の管理について、使用量と残量

の整合性が取れていることの確認などを適切に行うこととし

た。 

（３）指定管理者監査 

  ア 特定非営利活動法人津市ＮＰＯサポートセンター（対象施設：津市市

民活動センター 所管部局：市民部対話連携推進室） 



  （ア）基本協定書等に係る報告について 

監査の結果 特定非営利活動法人津市ＮＰＯサポートセンター（以下「セ

ンター」という。）は、基本協定書及びその仕様書の定めると

ころにより、業務の実施状況、利用状況、利用料金の収入実績、

経費の収支状況のほか、市所有の物品現在高について本市に報

告する必要があるが、これを報告していなかったため、所管部

局にあっては、センターに対し、報告の徹底を指導されたい。

措置の内容 センターに対し、指定管理業務の実施状況、施設の利用状況、

利用料金の収入実績、経費の収支状況のほか、市所有の物品現

在高について報告の徹底を指導し、これらの報告がなされるこ

ととなった。 

  （イ）利用料金の減免の取扱について 

監査の結果 施設を使用する場合の利用料金について、センターは、利用

料金減免申請書の提出を受けずに、その利用料金を免除してい

たが、津市市民活動センターの設置及び管理に関する条例第１

９条において、社会貢献活動を行う団体が使用するとき等に該

当すると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除すること

ができる旨が定められている趣旨を踏まえ、減免の対象となる

団体等が当該施設の使用許可を申請する際には、利用料金減免

申請書の提出を求め、「使用目的」及び「減免申請の理由」欄

の具体的な記載内容によって、減額又は免除の可否を判断する

よう是正されたい。

措置の内容 センターにおいて、利用料金の減免の対象となる団体等が使

用許可を申請する際は、利用料金減免申請書の提出を受け、「使

用目的」及び「減免申請の理由」欄の具体的な記載内容によっ

て、減額又は免除の可否を判断することとした。 

イ 美し郷霧山施設管理運営協議会（所管部局：美杉総合支所地域振興課） 

監査の結果 津市美し郷霧山内簡易宿泊施設の使用について、美し郷霧山

施設管理運営協議会は許可申請書の提出を受けず、また、許可

書を交付せずに、その使用を許可していたが、津市美し郷霧山

の設置及び管理に関する条例施行規則第５条においては、使用

許可を受けようとする者は、許可申請書を指定管理者に提出し

なければならない旨が定められ、また、同規則第６条において



 は、申請により使用を許可したときは、許可書を交付するもの

とする旨が定められていることから、同規則に基づき適切に事

務を執行されたい。

措置の内容 美し郷霧山施設管理運営協議会において、施設の使用許可の

手続に当たっては、津市美し郷霧山の設置及び管理に関する条

例施行規則に基づき適切に事務を執行することとした。 

ウ ヒストリーパーク塚原管理運営協議会（所管部局：美杉総合支所地域

振興課） 

監査の結果 基本協定書の第１８条において、津市ヒストリーパーク塚原

の管理及び運営に当たり、津市の責めに帰することができない

事由によって生じた損害や、ヒストリーパーク塚原管理運営協

議会（以下「協議会」という。）が第三者に与えた損害は、協

議会の負担とすることとなっている。

一般的に公の施設における損害について、市が国家賠償法上

の損害賠償責任を負うときは、その責任の割合に応じて市が指

定管理者に対して求償することがあり得るほか、民法上の損害

賠償責任を指定管理者が負うことも想定されるため、協議会に

あっては、損害賠償に係るリスク管理として、賠償責任保険に

加入するなど、所要の対策を取られることを検討されたい。

措置の内容 協議会は、損害賠償に係るリスク管理として、平成２５年４

月１日から賠償責任保険に加入した。 

エ 一身田寺内町の館運営委員会(所管部局：教育委員会事務局生涯学習課） 

監査の結果 公共的団体等が津市一身田寺内町の館内会議施設を使用す

る場合の利用料金について、一身田寺内町の館運営委員会は、

利用料金減免申請書の提出を受けずに、その利用料金を免除し

ていたが、津市一身田寺内町の館の設置及び管理に関する条例

第１７条において、公共的団体等が使用する場合で、特に必要

があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除すること

ができる旨が定められている趣旨を踏まえ、減免の対象となる

公共的団体等が当該施設の使用許可を申請する際には、利用料

金減免申請書の提出を求め、「使用目的」及び「減免申請の理

由」欄の具体的な記載内容によって、減額又は免除の可否を判

断するよう是正されたい。 



措置の内容 一身田寺内町の館運営委員会において、利用料金の減免の対

象となる公共的団体等が使用許可を申請する際は、利用料金減

免申請書の提出を受け、「使用目的」及び「減免申請の理由」

欄の具体的な記載内容によって、減額又は免除の可否を判断す

ることとした。 

４ 平成２５年３月１日付け津市監査委員告示第１号公表分 

（１）市民部 

   男女共同参画室 

監査の結果 女性カウンセラー、女性弁護士及び男性カウンセラーによる

相談業務委託について、各相談業務の委託契約書によると、受

注者は、契約期間が経過したときは遅滞なく委託業務完了実績

報告書又はこれに代わるものを発注者に提出しなければなら

ないこととなっている一方で、当該委託契約書の特記仕様書に

よると、受注者は、委託業務完了実績報告書を毎月提出しなけ

ればならないこととなっていたことから、今後は委託契約書の

当該条項について、その内容を精査されたい。

措置の内容 各相談業務の委託契約書内容を精査し、受注者は、毎月の委

託業務が完了したときに委託業務実績報告書を提出すること

とし、当該委託契約書の特記仕様書との整合性を図った。 

（２）スポーツ文化振興部 

文化振興課 

監査の結果 津市職員等の旅費に関する条例第４条の規定によると、職員

の出張は、出張命令権者の発する出張命令によって行われなけ

ればならないところ、週休日に時間外勤務命令のみの処理によ

り出張していたことから、同条例その他の関係諸規程に基づき

適正に事務を遂行されたい。 

措置の内容 週休日において出張を行う際は、あらかじめ出張命令を発す

ることとし、津市職員等の旅費に関する条例その他の関係諸規

程に基づき適正に事務を遂行することとした。 



（３）環境部 

   環境政策課 

監査の結果 くるりんペーパー事業について、同事業に係る委託料の総額

は、平成２３年度は２，４５７万円、平成２４年度は２，６６

４万円となっており、その主な内容は、市立小学校及び各総合

支所等を受注者が訪問し、個人が持ち寄った紙製容器包装紙を

回収し、選別・圧縮梱包後に製紙会社へ搬送することである。

これによりリサイクルされ、市立小学校及び各総合支所等に納

品される６万個（平成２３年度実績）のトイレットペーパー１

個当たりの単価は４００円以上となり、市販品のトイレットペ

ーパー１個当たりの単価と比較すると相当高額となることか

ら、事業の費用対効果を検証の上、現状の紙製容器包装紙の回

収方法を見直すなど、より経済的で資源循環意識に効果のある

事業への見直しを検討されたい。 

措置の内容 紙製容器包装紙の回収方法を、可能な限り職員による直営作

業とすることにより、平成２５年度の委託料を１，２５７万円

に減額した。 

（４）下水道部 

下水道建設課 

監査の結果 下水道普及向上預金補助金について、下水道普及向上預金補

助金交付要綱第３条第１項第３号において当該補助金の交付

の対象は市税を滞納していない者と規定されているにもかか

わらず、申請者の市税の滞納がないことを確認せずに当該補助

金を交付していたことから、今まで交付した者について市税の

滞納がなかったかを確認し、適正に対処されたい。 

措置の内容 補助金を交付した者に市税の収納状況の確認に関する同意

を得た上で調査を行い、今まで当該補助金を交付した者につい

て市税の滞納はなかったことを確認するとともに、補助金の交

付にあっては、市税の滞納の有無についての確認を確実に行う

など、適切な事務処理を行うこととした。 



（５）教育委員会事務局 

教育研究支援課 

監査の結果 教育研究所用地（行政財産）の一部を地元自治会の防災用倉

庫用地として使用許可しているが、教育財産であるにもかかわ

らず市長名で許可書が交付されている等の不備がみられたこ

とから、今後は適正に事務処理をされたい。 

措置の内容 許可書の内容を精査し、教育財産の使用許可にあっては教育

長名で許可書を交付することとした。 



津市監査委員告示第５号

 市長が河内財産区の監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考と

して講じた措置について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９

９条第１２項の規定に基づく通知があったので、その要旨を次のとおり公

表する。

  平成２５年６月３日

                  津市監査委員 渡 邊   昇 

                                  津市監査委員 駒 田 修 一 

                                  津市監査委員 安 藤 友 昭 

津市監査委員 福 田 慶 一 

平成２５年３月１日付け津市監査委員告示第２号公表分 

監査の結果

（措置が講じ

られた部分に

限る。） 

河内財産区が所有している旧津市河内公民館について、当該

公民館の敷地は市有地(行政財産)であるにもかかわらず、市の

使用許可を得ていないことから、速やかに適正な措置を講じら

れたい。 

措置の内容 旧津市河内公民館の敷地については、市の行政財産使用許可

書により許可を得て使用することとした。 


